
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
三
号

計
量
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
日
を
定
め
る
政
令
第
二
項
の
日
を
定
め
る
省
令

計
量
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
日
を
定
め
る
政
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
三
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
計
量
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
日
を
定
め
る
政
令
第
二
項
の
日
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

計
量
法
附
則
第
十
九
条
第
一
項
の
日
を
定
め
る
政
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
三
十
号
）
第
二
項
の
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
特
定
計
量
器
を
製
造
す
る
者
が
属
す
る
事
業
の
区
分
ご
と
に
当
該
各
号

に
定
め
る
日
と
す
る
。

一
　
質
量
計
を
製
造
す
る
事
業
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
計
量
法
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
第
二
号
　
平
成
六
年
五
月
一
日

ロ
　
規
則
別
表
第
一
第
三
号
　
平
成
九
年
五
月
一
日

ハ
　
規
則
別
表
第
一
第
四
号
　
平
成
十
年
五
月
一
日

二
　
温
度
計
を
製
造
す
る
事
業
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
規
則
別
表
第
一
第
八
号
　
平
成
七
年
五
月
一
日

ロ
　
規
則
別
表
第
一
第
六
号
及
び
第
七
号
　
平
成
十
年
五
月
一
日

三
　
体
積
計
を
製
造
す
る
事
業
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
規
則
別
表
第
一
第
十
二
号
　
平
成
七
年
五
月
一
日

ロ
　
規
則
別
表
第
一
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
号
　
平
成
八
年
五
月
一
日

ハ
　
規
則
別
表
第
一
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
七
号
及
び
第
二
十
三
号
　
平
成
九
年
五
月
一
日

四
　
ア
ネ
ロ
イ
ド
型
圧
力
計
を
製
造
す
る
事
業
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
規
則
別
表
第
一
第
二
十
八
号
及
び
第
二
十
九
号
　
平
成
六
年
五
月
一
日

ロ
　
規
則
別
表
第
一
第
二
十
六
号
及
び
第
二
十
七
号
　
平
成
八
年
五
月
一
日

五
　
熱
量
計
を
製
造
す
る
事
業
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
規
則
別
表
第
一
第
三
十
二
号
　
平
成
七
年
五
月
一
日

ロ
　
規
則
別
表
第
一
第
三
十
号
及
び
第
三
十
一
号
　
平
成
十
年
五
月
一
日

六
　
濃
度
計
を
製
造
す
る
事
業
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の

イ
　
規
則
別
表
第
一
第
四
十
号
　
平
成
六
年
五
月
一
日

ロ
　
規
則
別
表
第
一
第
四
十
一
号
　
平
成
八
年
五
月
一
日

ハ
　
規
則
別
表
第
一
第
三
十
九
号
　
平
成
九
年
五
月
一
日

ニ
　
規
則
別
表
第
一
第
二
十
四
号
　
平
成
十
年
五
月
一
日

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
十
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

1


